[bookmark: _Hlk222236347][bookmark: _Hlk222236464]令和8年度石垣市ひとり親家庭生活支援事業業務委託仕様書

[bookmark: _Hlk216771194]1．目的
[bookmark: _Hlk222236380]本事業は、就業や家事等日々の生活に追われ、家計管理や就労、育児やこどもの健康管理、ご自身の健康管理等、様々な面において困難に直面するひとり親家庭等に対し、相談支援や家計管理・生活支援講習会等、情報交換を行える場づくり、居住支援等を実施することにより、ひとり親家庭等の生活の向上を図る事を目的とする。

2．委託期間
契約日から令和9年3月31日までとする。

3．実施場所
委託業務の各内容について、実施可能な場所を市街地内で提案し、市と協議の上決定する。

[bookmark: _Hlk216771280]4．実施担当者
本業務の実施担当者は、ひとり親家庭等支援に関する知識及び丁寧な支援とサービス等への繋ぎを行える知識を有する職員、生活面等について相談援助を行える職員を配置するものとする。
(1)施設運営責任者の配置（１名）
施設の管理や利用者等の安全管理、各種活動支援の統括、こども家庭課との連携調整、業務報告等を行う施設運営の責任者を1名配置すること。
(2)生活支援コーディネーターの配置
ひとり親家庭等に対し生活支援、就労支援が行なえる生活支援コーディネーターを配置する。ひとり親家庭等に対し良き理解者で心身ともに健康な人を配置すること。また、必要に応じて無償ボランティアの支援員を配置するとともに、地域の人的資源を積極的に活用し円滑な業務運営を行うこと。

5．業務実施日及び実施時間
業務の実施日は、年末年始（12月29日から1月3日）を除き、週5日以上開催とする。時間は1日8時間の開所を基本とし、来所するひとり親家庭等が来所しやすい日時を設定する。

6．利用対象者
ひとり親家庭の親を対象とする。ただし、離婚調停中など、離婚前の困難を抱える母又は父についても支援の対象とする。

7．事業内容
事業内容は、次の（1）～（4）とする。
（1）相談支援事業
育児や家事、健康管理等の生活一般に係る相談に応じ、必要な助言・指導や各種支援策の情報提供等を実施する。また、本事業の実施にあたり、地域の実情に応じて、ひとり親家庭等の居宅への訪問による相談、民間団体等が実施する講習会等への出張相談、福祉事務所やハローワーク等へ同行してサービスの申請補助等を行う同行支援やその後の継続的な見守り支援までの一連の支援を実施する。
(2) 家計管理・生活支援講習会等事業
家計管理、育児や養育費の取得手続等に関する講習会の開催や個別相談を実施する。
(3) 情報交換事業
ひとり親家庭等が互いの悩みを打ち明けたり相談し合う場を設け、交流や情報交換を実施する。
(4) ひとり親家庭等地域生活支援事業
離婚前後等において、一定期間、母子生活支援施設や民間賃貸住宅、シェアハウス等を活用し、離婚後の住まい・就業の支援や同居する親子関係の再構築を含めた家庭・生活環境を整えるための支援を実施する。

8．実施方法等
(1) 相談支援事業
ア　生活支援コーディネーターは、育児や家事、就労、精神面・身体面の健康管理等の生活全般に係る相談に応じ、必要な助言・指導や各種支援策の情報提供を行うこと。また、必要に応じて、より専門的な相談機関等への取り次ぎ等を行うとともに、本人の同意を得た上で、相談者からの相談内容について情報提供を行うこと。
イ 相談の実施に当たっては、相談者の来所による相談のほか、必要に応じて出張相談や訪問相談、電話相談などの方法も活用するほか、平日夜間や土日祝日においても相談に応じることのできる体制を整える等ひとり親家庭等の生活実態やニーズを踏まえて実施すること。
ウ 効果的な相談支援等を行うため、各種支援・取組の関係部署・機関との連携を図ること。
エ 相談内容・助言等の内容をまとめた相談記録を作成・保管するなど効果的・効率的な実施に努めること。また、相談により得た情報の取扱いについては、秘密保持に十分に配慮すること。
オ ひとり親家庭等の居宅への訪問相談、民間団体等が実施する講習会等への出張相談、福祉事務所やハローワーク等へ同行してサービスの申請補助等を行う同行支援やその後の継続的な見守り支援について、訪問・出張相談から同行・見守り支援までの支援を一体的に実施すること。
カ 支援対象者のニーズを把握し、母子・父子自立支援員等と連携し、適切な相談窓口に取り次ぎ等を行うこと。各種サービスの申請が円滑に行われるよう、事前に訪問先の相談窓口と調整するなど必要な対応を行うこと。
キ 支援対象者が孤立することがないよう、面会や電話等により定期的に連絡を取るなど、個々の支援対象者の状況に応じた配慮を行うこと。

(2)家計管理・生活支援講習会等事業
ア 講習内容は、講習を受講することにより受講者の家計管理能力の向上や自立につながると認められるものとすること。
イ 各種講習会終了後、必要に応じて、当該講習で取り扱われた分野に知識・経験を有し、適切な助言・指導をすることができる者による個別相談を実施すること。
ウ 個別相談の実施により必要がある場合には、より専門的な相談機関や母子・父子自立支援員等の各種支援策の担当者等への取り次ぎ等を行うこと。
エ 講習会や個別相談により得た情報の取扱いについては、秘密保持に十分に配慮すること。

(3) 情報交換事業
ア 事業を実施するにあたり生活支援コーディネーターは、適切な調整役となり、活動支援を行うこと。
イ 担当者は、次のような方針に基づいて支援にあたること。
➀ 個人の課題の把握と解決に向けた力量形成
② 自己実現のための自己変革への意欲の高揚
③ 良好な人間関係の形成への支援
④ 個人の主体性や自主性を尊重するとともに、適切なグループワークを通じて、能率的な活動ができるような支援
ウ 児童館等既存の施設を積極的に活用して実施すること。
エ 指導者その他この事業の関係者は、活動支援により得た情報の取扱いについては、秘密保持に十分に配慮すること。

(4) ひとり親家庭等地域生活支援事業
ア 住宅支援の利用期間はおおむね12か月程度とし、利用更新も可能とする。この事業の利用に当たっては、こども家庭課や福祉事務所等の関係機関と連携しつつ、利用者の意向を踏まえること。
イ 生活支援コーディネーターは、個々の家庭のニーズを適切に把握するとともに、自立に向け、就業支援を始めとした必要な支援の提供に向けて、各種支援機関との連絡調整や必要に応じて相談窓口へ同行するなど、きめ細かな支援を実施すること。
ウ 生活支援コーディネーターその他この事業の関係者は、活動支援により得た情報の取扱いについては、秘密保持に十分に配慮すること。

9．託児サービスの実施
事業内容にあげる事業を実施する場合、必要に応じて、ひとり親家庭等が事業を利用している間、ひとり親家庭等のこどもを預かる託児サービスを実施すること。
(1) 託児サービスを行う場合には、利用者の利便性を考慮し、児童数等に応じた設備を有する適切な場所を確保すること。
(2) あらかじめ利用条件等について定め、利用者への周知を図ること。
(3) こどもに対して補食等を提供する場合は衛生管理等に十分に配慮すること。

9．関係者、関係機関等との定例会議への参画
支援ケースについて、行政、学校、医療機関など関係者、関係機関等に積極的な協力を求め、常に緊密な連携を図り、隔月の定例会議へ参加する等、業務の円滑な推進を図るものとする。

10．業務又は費用の分担区分
（1）運営業務の分担区分は、別表１のとおりとする。
（2）運営業務に係る人件費は、全て受託者の負担とする。人件費以外の費用分担は、別表2のとおりとする。
（3）本業務に関するリスク分担については、別表3のとおりとする。

11．委託料の支払い方法
委託者は、受託者の請求に基づき、委託業務の実施に必要な費用の9割を限度とする概算払を2回に分けて受託者に支払いができるものとする。ただし、1回目の概算払いは5割を上限とし、2回目の請求は業務開始後、4カ月経過した後に行う事ができる。業務委託終了後、残高を完了（精算）払いとする。

12．事業計画
　受託者は、業務開始にあたり予め事業計画書を作成し、契約締結後10日以内に市長に提出しなければならない。また、事業計画に変更が生じる場合は、事前に市長の承認を得るものとする。事業計画には、業務実施体制や業務スケジュール、その他業務実施にあたって必要な事項を記載するものとする。

[bookmark: _Hlk216777996]13．実施報告等
受託者は、毎月ごとに業務日誌、業務実施報告書を作成し、翌月の10日までに市長に報告するものとする。業務が完了したときは、令和9年3月31日までに実績報告書、決算書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。また、市長が必要と認めるときは、受託者に対し、本事業の状況報告の聴取及び調査を行うことができるものとする。

14．関係書類の整備・保存
受託者は、委託業務に係る経費の支出を明らかにした書類、帳簿等を整備し、本委託業務の完了した年度の翌年度から5年間は保存するものとする。

[bookmark: _Hlk216778083]15．運営にあたっての留意事項
（1）個人情報の取扱
受託者は、石垣市個人情報の保護に関する法律施行条例を遵守するものとし、利用者に関する個人情報の取扱いについては、十分に留意し、当該個人情報の漏えい及び滅失の防止その他の個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。
（2）守秘義務
受託者は、本業務を行うにあたり、知り得た情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。本事業終了後も、また同様とする。
（3）苦情等の対応
　　　受託者は、事業の運営方法等について保護者から苦情等を受けた場合は、適切な対応を行い誠意ある解決を図るとともに、その内容及び結果等を市長に報告すること。
（4）安全管理
受託者は、利用者の危険を防止する措置を講じるとともに、事故及び災害等（以下「事故等」という。）の発生時に迅速かつ的確な緊急対策を実施できるよう体制を整備するものとする。また、受託者は、事故等が発生した場合、迅速な対応を行うとともに、速やかに市長に報告しなければならない。
[bookmark: _Hlk216778211]（6）感染症予防対策
受託者は、感染症の予防対策と緊急時の対応について必要な措置を行うものとする。また、受託者は、感染症等が発生した場合、状況に応じた対応を行うとともに、速やかに市長に報告すること。
（7）再委託の禁止 
受託者は、契約の全部の履行を一括または分割して第三者に委任し、または請け負わせることができない。ただし、あらかじめ書面による市長の承認を受けた時はその限りではない。
（8）保険等の加入
通常の活動に際して発生する児童の損害等に対応するため、受託者は傷害保険、損害賠償保険に加入し、証書の写しを提出すること。
（9）損害賠償
次に掲げる事項に該当し、その結果委託者に損害を与えたときは、受託者は、委託者に損害を賠償すること。
(ア)故意または過失により、利用者等にけがを負わせたとき
(イ)故意または過失により、設備備品等を損壊、紛失または遺棄したとき

16．協議
この仕様書に定めるもののほか、本業務の実施に関し、必要な事項は、市長と受託者で協議し、別に定めるものとする。

別表１　運営業務分担区分
	項 目
	業務内容
	受託者
	市

	事業全般
	事業運営の総括
	○
	

	
	指導日誌（出席簿・利用状況）の記録
	○
	

	
	関係機関との連絡調整
	○
	

	
	上記の確認
	
	○

	運営計画等の作成
	年間及び月間指導計画の作成
	○
	

	
	利用者スケジュールの管理
	○
	

	
	上記の確認
	
	○

	消耗品の購入等
	消耗品の発注
	○
	

	
	消耗品の荷受けと検収
	○
	

	
	消耗品代金の支払い
	○
	

	
	上記の確認
	
	○

	支援員等の採用・労務管理
	支援員等の募集採用及び配置
	○
	

	
	支援員等の出退勤管理
	○
	

	
	給与等の支払い
	○
	

	
	支援員等の資質向上のための研修実施
	○
	

	
	支援員等の健康管理
	○
	

	
	各種証明書等の発行
	○
	

	
	上記の確認
	
	○

	安全管理・施設管理
	施設内の清掃
	○
	

	
	事業実施施設内外の点検
	○
	

	
	施設・設備の点検
	○
	

	
	施設・設備の修繕
	○
	

	
	上記の確認
	
	○

	その他
	研修への参加
	○
	

	
	各種行事への参加
	○
	

	
	利用者アンケートの実施及び集計分析
	○
	

	
	事故発生時の対応
	○
	

	
	苦情処理等の対応
	○
	

	
	上記の確認、協力、指示
	
	○





別表２　費用分担区分
	項目
	業務内容
	受託者
	市

	人件費
	給与手当、賞与、社会保険料等
	〇
	

	報償費
	各種イベントに係る団体・講師等
	○
	

	消耗品費等
	消耗品
	○
	

	
	燃料費
	○
	

	
	光熱水費（電気・水道）
	〇
	

	通信運搬費等
	通信料（携帯電話等）
	○
	

	保険料
	傷害・賠償責任保険料
	○
	

	
	建物保険料
	○
	

	使用料及び賃借料
	事務用品リース費用
	〇
	

	
	居場所賃貸に関する費用
	〇
	

	その他
	支援員に係る経費（検診・研修参加費等）
	○
	

	
	施設、設備等の修繕
	○
	
























別表３　リスク分担表
	種類
	[bookmark: _GoBack]業務内容
	受託者
	市

	物価変動
	人件費、物品費等の物価変動に伴う経費の増
	〇
	

	金利変動
	金利の変動に伴う経費の増
	〇
	

	法令等の変更
	運営に影響を及ぼす法令変更
	協議事項

	税制度の変更
	運営に影響を及ぼす税制変更
	
	〇

	
	一般的な税制変更
	〇
	

	政治・行政的理由による事業変更
	政治、行政的理由から、運営業務の継続に支障が生じた場合、または業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の当該事業による増加経費負担
	○
	

	不可抗力
	不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱、暴動、その他市又は受託者のいずれの責めにも記することのできない自然的又は人工的な現象）に伴う、施設、設備の修復による経費の増加及び業務履行不能
	協議事項

	書類の誤り
	仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるもの
	
	〇

	
	事業計画書等受託者が提案した内容の誤りによるもの
	〇
	

	引き継ぎコスト
	引き継ぎコストの負担
	〇
	

	資金調達
	市から受託者への支払い遅延によって生じた事由
	
	〇

	施設・設備の損傷
	受託者の故意又は重大な過失によるもの
	〇
	

	
	施設・設備の設計・構造上の原因によるもの
	○
	

	第三者への賠償
	受託者としての注意義務を怠ったことによるもの
	〇
	

	
	上記以外の事由により損害を与えた場合
	協議事項

	セキュリティ
	整備不備による情報漏洩、犯罪発生等
	〇
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